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“高校の通級指導”の制度化
菱村 幸彦

このたび、文部科学省の調査研究協力者会議は、

高校における通級による指導の制度化を提言する

報告「高等学校における通級による指導の制度化及

び充実方策について」をまとめた。

高校の特別支援教育が課題に
周知のように、通級指導は、小・中学校において

通常の学級に在籍している比較的軽度の障害を有

する児童生徒が、教科等の指導のほとんどを通常の

学級で受けながら、障害の状態に応じて、特別の教

育課程による指導を特別支援学級等で受けるもの

で、平成５年に制度化された。

小・中学校の通級指導の対象となるのは、学校教

育法施行規則140条において、[1]言語障害者、[2]自

閉症者、[3]情緒障害者、[4]弱視者、[5]難聴者、[6]

学習障害者（LD）、[7]注意欠陥多動性障害者（ADH

D）、[8]その他（肢体不自由、病弱・身体虚弱）と定め

られている。

ところが、小・中学校の通級指導のような「特別の

教育課程」による制度が高校にはないため、高校で

は通級指導が行われていない。

しかし、高校進学率は98％を超えており、中学校

で通級指導を受けた生徒のほとんどが高校に進学し

ている。また、インクルーシブ教育の広がりや、障害

者差別解消法の施行(平成28年度から)に伴う障害

者への合理的配慮が義務付けられることなどから、

高校でも特別支援教育への対応が喫緊の課題とな

っている。

こうした状況を踏まえ、報告は「高等学校における

通級による指導を制度化することが必要」と述べ、次

のような制度設計を提言している。

(1) 基本的な考え方 原則として、小・中学校と同

様とするが、教育課程の編成、単位による履修・修

得、卒業認定、必履修教科・科目、課程(全日制・定

時制・通信制)の違いなど高校教育の特徴を十分に

踏まえて制度設計をする必要がある。

(2) 教育課程上の位置付け 通常の教育課程に障

害に応じた特別の指導を加えることができるようにす

る。学習指導要領における位置付け、単位認定・学

習評価の在り方、高校教育における共通性と多様性

のバランスを踏まえた単位数の在り方といった点に

ついて、中教審における学習指導要領改訂の議論

の中で更に検討する。

(3) 指導の対象 小・中学校における通級による指

導の対象と同一とすることが適当である。すなわち、

言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、LD、AD

HD、肢体不自由、病弱・身体虚弱とする。知的障害

については、小・中学校と同じく通級指導の対象とし

ない。

(4) 指導の内容・形態 障害のある生徒が自立と

社会参加を目指し、障害による学習上または生活上

の困難を主体的に改善・克服するための指導（特別

支援学校の自立活動に相当）とすることが適当であ

る。「自校通級」か「他校通級」かは、各学校や地域

の実態を踏まえて、効果的な実施形態を選択するこ

とが必要である。

(5) 判定の手続等 対象者の判定については、学

校説明会等における説明、生徒に関する情報収集

や行動場面の観察、生徒と保護者に対するガイダン

ス、校内委員会等における検討、生徒や保護者との

合意形成のプロセス等を参考に、学校や地域の実態

を踏まえ行う。

(6) 担当教員 高校教諭免許状を有することに加

えて、特別支援教育に関する知識を有し、障害の状

態の改善または克服を目的とする指導に専門性や

経験を有する教員（特定の教科の免許状を保有する

必要はない）とする。

文科省は、平成28年度中に学校教育法施行規則

を改正し、平成30年度から実施する予定としている。

（ひしむら・ゆきひこ＝国立教育政策研究所名誉所員）
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